
＜事業系ごみの処理の流れ＞ 

                    

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

                         

                            

                                                                     

  

 

 

 

 

 

産業廃棄物 事業系一般廃棄物  

事業活動に伴う廃棄物の発生 

資源物 

自己搬入または 

資源回収業者 

自己搬入または一般廃棄物 

収集運搬許可業者 

資源化施設 焼却施設 

商店・オフィス・工場 

等 

一般廃棄物とは、産業廃棄物

以外の廃棄物です。 

産業廃棄物とは、事業活動に

伴って生じる廃棄物のうち法令

で定められたものです。 

詳細は、別紙「＜産業廃棄物

に該当する主なもの＞」をご覧

ください。 

 

 

 

事業活動に伴う廃棄物を 

お近くのごみステーションに 

捨てることはできません。 

適 正 に処 理 しましょ う。 

自己搬入または 

資源回収業者 

産業廃棄物処理許可業者へ 

処理をお願いしてください。 


